
 

 

茅野市住宅耐震化緊急促進アクションプログラム 

 

１ 取組目的 

  本市は、令和８年 3 月に茅野市建築物耐震改修促進計画を改定し、令和１２年度における住 

宅の目標耐震化率を９２％として、一層の耐震化の推進を図ることとしました。 

  目標の達成に向けて、旧耐震基準で建築された住宅所有者の方に耐震化に対する理解を更に 

深めてもらうため、重点的に耐震化を推進する区域を緊急耐震重点区域と定め、戸別訪問を含 

む、住宅所有者への積極的な普及啓発を行います。 

 

２ 緊急耐震重点区域の設定及び対象建築物 

  平成 14 年に、茅野市全域が大規模地震対策特別措置法に基づき東海地震に係る地震防災対 

 策強化地域に指定されていることから、「茅野市全域」を緊急耐震重点区域として指定します。 

  対象建築物として、茅野市内に存在する昭和 56 年 5 月 31 日以前に着工された住宅とします。 

 

３ 計画期間 

  耐震化率９２％の達成に向けて、令和８年度から令和１２年度までの 5 年間を、耐震化の促進を緊

急的に実施する期間とします。ただし、社会経済状況や関連計画の改定、本アクションプログラムの

進捗状況等に適切に対応するため、必要に応じて検証し、見直し等を行います。 

 

４ アクションプログラムにおける取組内容 

① 住宅所有者に対し直接的に耐震化を促す取組 

・引き続き戸別訪問又は耐震化普及啓発資料の送付等の方法により耐震化を促進する。（令和元

年度までに対象となるすべての住宅所有者へ耐震化普及啓発資料送付済み。） 

・重点地区（ちの地区・宮川地区・金沢地区）を設定し、優先的に戸別訪問等・集落懇談会を

行う 

② 耐震診断を行った住宅所有者に対して耐震改修を促す取組 

・耐震診断結果報告時に戸別説明、又は耐震化普及啓発資料配布等により耐震改修を促す 

・耐震診断後、一定期間を経過しても耐震改修を行っていない住宅所有者に対して、耐震化普

及啓発資料の配布、電話連絡等の方法により耐震改修を促す 

③ 改修事業者等への技術力向上を図る取組及び住宅所有者から改修事業者等への接触が容易とな

る取組 

・改修事業者等の技術力向上を図る取組として、年１回以上説明会等を行う（長野県と連携） 

・住宅所有者から改修事業者等への接触が容易となるよう耐震改修事業者リストを作成し公表

等を実施する 

④ 耐震化の必要性に係る普及・啓発 

・市のホームページの充実やＳＮＳ、広報誌、ビーナチャンネル等を通じて耐震化の必要性に

ついて周知する。 

・一般市民を対象とした耐震改修に係る説明会・セミナー・集落懇談会等又は、イベント時や

庁舎において住宅の耐震化を促すブースの展示を行う 



 

・耐震改修補助事業に関するパンフレットを配布する 

 

５ 関係団体との連携 

 戸別訪問及びその他の普及啓発活動において、長野県と連携して活動に取組みます。 

 

６ 実績の公表 

  当該年度毎に訪問戸数又は耐震化普及啓発資料送付等の戸数・診断実績・改修工事費補助実績の件

数、茅野市のホームページにて公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


